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足立区総合設計許可に係る建築物の高さ等誘導指針 

 

第１ 総則 

１ 趣旨 

足立区総合設計許可に係る建築物の高さ等誘導指針（以下「本指針」という。）は、足

立区総合設計許可要綱（以下「許可要綱」という。）第２条第１０号に掲げる「良好な景

観の創造」を実現するため、同第７条第１号に掲げる「周辺の市街地環境等に対して配

慮した建築形態であること」、及び第１０号に掲げる「足立区総合設計許可に係る建築物

の高さ等誘導指針及び足立区景観計画に適合したものであること」について、地域特性

に応じた景観誘導等を図るための具体的な基準を定めたものである。 

２ 用語の定義 

本指針における用語の意義は、次に定めるもののほか、都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）、建築基準

法施行令（昭和２６年政令第３８８号。以下「施行令」という。）及び許可要綱で使用す

る用語の例による。 

（１）計画建築物 

総合設計の計画に係る建築物をいう。 

（２）計画建築物等 

計画建築物と、これに附属又は附置する工作物及び広告物を含むものをいう。ただ

し、法第２条第３号に定める建築設備のうち避雷針を除く。 

（３）計画建築物等の高さ 

計画建築物等の地盤面からの高さをいう。 

（４）指定容積率 

用途地域に関する都市計画に定められた容積率をいう。 

（５）景観ガイドライン策定地区 

  足立区景観条例第２２条に定める景観ガイドライン（以下「景観ガイドライン」と

いう。）が定められている地区をいう。 

 

第２ 建築物の高さ等の誘導 

計画建築物及び計画建築物等の高さは、足立区景観計画の景観形成基準に適合するととも

に、次の基準に適合するものであることとする。 

１ 都市計画等で高さの最高限度が定められている区域等 

（１）計画建築物又は計画建築物等が複数の地区にわたる場合は、原則として、当該計画

建築物又は計画建築物等の部分ごとに本指針の基準を適用する。 

（２）次に掲げる地区にあっては、計画建築物及び計画建築物等の高さは、原則として、

当該都市計画等に定められた基準に適合すること。 

ア 高度地区 

イ 景観地区又は地区計画等の都市計画の定められた地区 
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（３）都市計画等で、総合設計制度に基づき特定行政庁が許可したものについて適用除外

がなされる場合は、計画建築物等の高さは、原則として、当該区域又は地区の都市計

画等に定められた高さの最高限度の１．５倍の数値以下としなければならない。 

（４）建築物の高さについての都市計画上の考え方が方針等において示されている区域又

は地区の場合は、それぞれの定めによることができる。 

 

２ １以外の区域等 

１以外の区域等の計画建築物等の高さは、原則として、次の（１）及び（２）の基準

に適合しなければならない。ただし、（１）及び（２）の基準が満たされない場合でも、

（３）の基準によることができる。 

（１）用途地域及び指定容積率に応じた基準 

計画建築物等の高さは、表１に掲げる数値以下としなければならない。なお、この

ときの数値は、原則として用途地域の区分に従い適用する。ただし、計画建築物等が、

同一用途地域で指定容積率が異なる地域にわたる場合は、指定容積率を加重平均によ

る容積率とすることができる。 

 

表１ 用途地域に応じた計画建築物等の高さの限度算定式 

用途地域 数値（数値算定式） （単位：ｍ） 

第一種中高層住居専用地域 次のア、イのうち小さい数値 

ア 60 

イ 次に定める式により算定した数値（以下「20 の

算定値」という。） 

指定容積率（％）×20／100 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 次のア、イのうち小さい数値 

ア 100 

イ 20 の算定値 

第二種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 次のア、イのうち小さい数値 

ア 120 

イ 次に定める式により算定した数値（以下「30 の

算定値」という。） 

指定容積率（％）×30／100 

準工業地域 

商業地域 30 の算定値 

工業地域 
100 

工業専用地域 

 

（２）公開空地の有効面積等に応じた基準 

他の都市開発諸制度との均衡を図るため、計画建築物等の高さは、表２に定める式

により算定した数値以下としなければならない。 

 

表２ 公開空地の有効面積等に応じた計画建築物等の限度算定式 

用 途 地 域 計画建築物等の高さの限度算定式（単位：ｍ） 
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第一・二種中高層住居専用地域 

Ｖ０×Ａ／100（Ａ－Ｂ）×９ 第一・二種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

Ｖ０×Ａ／100（Ａ－Ｂ）×12 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

Ｖ０：基準容積率（％） 

Ａ ：敷地面積（㎡） 

Ｂ : 公開空地の有効面積（㎡） 

 

（３）（１）及び（２）以外による場合の基準 

（１）及び（２）の基準のほか、次のア又はイのいずれかの基準によることができ

る。 

ア 前面道路の幅員に応じた基準 

計画地周辺の都市基盤状況が整備されており、かつ、計画の公益性が認められる場

合は、以下の基準によることができる。 

計画建築物等の高さは、有効接道長（計画建築物の敷地境界線の長さの合計の６分

の１以上の接道長をいう。以下同じ。）を有する前面道路の幅員のメートルを２で除し

た数値に、当該計画建築物等の後退距離のメートルの数値を加えたものに、６を乗じ

て得た数値を超えないこと。 

なお、当該計画建築物等の後退距離は、当該計画建築物等（地盤面下の部分その他

施行令第１３０条の１２で定める部分を除く。）から前面道路の境界線までの水平距離

のうち最小のものをいい、工作物は算定の対象外とする。 

また、計画の公益性については、次のいずれかの要件を満たす計画を対象に、区長

が総合的に判断するものとする。 

(ア) 公益施設等を整備する計画 

(イ) 緊急輸送道路沿道建築物の建替え、又は重点的に耐震化を図るべき建築物の建

替えの計画 

(ウ) 区のまちづくりに係る施策や事業等に寄与する計画 

イ 足立区景観審議会による意見 

景観ガイドライン策定地区においては、足立区景観条例に基づく足立区景観審議会

の意見聴取を行った結果、当該地区における景観形成の目標及び高さの規定等に照ら

し、より良好な景観形成につながると判断される場合については、周辺環境への配慮

や都市基盤との均衡等を確保した上で、（１）及び（２）の基準による高さを超えるこ

とも可能とする。 

 

第３ 建築物の景観に配慮した色彩への誘導 

計画建築物等の外壁等及び屋外広告物の色彩については、周囲の景観を阻害しない落ち着
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いた色合いとすること。なお、建築物等の色彩について、地区計画、建築協定等に規定があ

る区域、地域又は地区の場合は、当該規定によることができる。 

また、建築主は、景観に関して特定行政庁と協議する際には、建築物の色彩計画等の関係

資料を提出すること。 

 

第４ 建築物の景観に配慮した形態への誘導 

計画建築物等の形態は、周囲の景観と調和したものとすること。また、屋外階段の設置及

び機械式駐車場・タワーパーキングなどの駐車場の設置にあたっては、周囲の景観に配慮す

ること。 

 

第５ 総合設計制度における屋外広告物及びその他これに類するものの誘導 

計画建築物等には、原則として、壁面及び屋上に、屋外広告物及びその他これに類するも

の（窓の内側から表示するもの及び壁面を使って投射するものを含む。）を設置してはならな

い。ただし、低層部に設置するものを除く。 

 

第６ 建築物の維持管理 

１ 建築主等の責務 

建築主又は所有者は、計画建築物等の竣工後も、本指針の基準により建築物等の高さ、

形態等について配慮し、適切に維持管理しなければならない。 

２ 建築物の譲渡等の際の明示 

建築物を譲渡又は賃貸（以下「譲渡等」という。）しようとするときは、譲渡等をしよ

うとする者は、譲渡等を受けようとする者に対し、当該建築物の維持管理について、１

に定める義務を伴う旨を明示しなければならない。 

３ 維持管理義務の継承 

２により譲渡等を受けた者は、１及び２に掲げる建築物の維持管理に関する義務を継

承する。 

 

付 則（２５足都建発第１２９６号 平成２６年１月３０日都市整備部長決定） 

１ 本指針は、平成２６年２月５日から施行する。 

２ 既に足立区による総合設計許可を受けている建築物で、増改築等を行う場合は本指針を

適用しない。ただし、別棟の増築及び増築等で既存建築物の高さが従前より高くなる場合

は、当該棟について適用する。 

付 則（２足都建発第１２０３号 令和２年１０月２３日都市整備部長決定） 

１ 本指針は、令和３年２月１日から施行する。 

 


